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（別添） 
○ 精神科救急医療体制整備事業の実施について（平成２０年５月２６日 障第０５２６００１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
通知） 

【新旧対照表】 
（変更点は下線部） 

改正後 現 行 

障発第０５２６００１号  
平成２０年５月２６日 

一部改正 障発第０５０７００１号  
平成２１年５月７日 

一部改正 障発０３３０第２０号 
平成２２年３月３０日 

一部改正 障発０４２５第２号 
平成２３年４月２５日 

一部改正 障発０３２９第２号 
平成２４年３月２９日 

一部改正 障発０３３１第１９号 
平成２６年３月３１日 

一部改正 障発０４２４第８号 
平成２７年４月２４日 

一部改正 障発０９２０第１号 
平成２８年９月２０日 

一部改正 障発０４１８第６号 
平成２９年４月１８日 

一部改正 障発０３２９第７号 
平成３０年３月２９日 

一部改正 障発０３１８第１号 
平成３１年３月１８日 

一部改正 障発０３０４第２号 
令 和 ２ 年 ３ 月 ４ 日 

一部改正 障発０３３０第１号 
令和４年３月３０日 

一部改正 障発０３２４第１９号 
令和５年３月２４日 

一部改正 障発０４２４第１号 

障発第０５２６００１号  
平成２０年５月２６日 

一部改正 障発第０５０７００１号  
平成２１年５月７日 

一部改正 障発０３３０第２０号 
平成２２年３月３０日 

一部改正 障発０４２５第２号 
平成２３年４月２５日 

一部改正 障発０３２９第２号 
平成２４年３月２９日 

一部改正 障発０３３１第１９号 
平成２６年３月３１日 

一部改正 障発０４２４第８号 
平成２７年４月２４日 

一部改正 障発０９２０第１号 
平成２８年９月２０日 

一部改正 障発０４１８第６号 
平成２９年４月１８日 

一部改正 障発０３２９第７号 
平成３０年３月２９日 

一部改正 障発０３１８第１号 
平成３１年３月１８日 

一部改正 障発０３０４第２号 
令 和 ２ 年 ３ 月 ４ 日 

一部改正 障発０３３０第１号 
令和４年３月３０日 

一部改正 障発０３２４第１９号 
令和５年３月２４日 
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改正後 現 行 

令和８年４月２４日 
 

 
都道府県知事 

各             殿 
  指定都市市長 
 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 
 
 

精神科救急医療体制整備事業の実施について 
 
（略） 

別紙 

 

精神科救急医療体制整備事業実施要綱 

 

第１～３ 

（略） 

 

第４ 報告 

都道府県等により指定された精神科救急医療確保事業に参画して

いる医療施設、身体合併症対応施設及び精神科救急情報センター等

は、その実績等について、月単位で都道府県等に別紙様式１又は５に

より報告することとする。また、都道府県等は、報告内容に基づき各

医療機関の稼働状況を把握するとともに、別紙様式２については、精

神科救急医療体制連絡調整委員会等における協議に際し、必ず提示

 
 
 

都道府県知事 
各             殿 
  指定都市市長 
 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 
 
 

精神科救急医療体制整備事業の実施について 
 
（略） 

別紙 

 

精神科救急医療体制整備事業実施要綱 

 

第１～３ 

（略） 

 

第４ 報告 

都道府県等により指定された精神科救急医療確保事業に参画して

いる医療施設及び身体合併症対応施設は、その実績等について、月単

位で都道府県等に別紙様式１により報告することとする。また、都道

府県等は、報告内容に基づき各医療機関の稼働状況を把握するとと

もに、別紙様式２については、精神科救急医療体制連絡調整委員会等

における協議に際し、必ず提示すること。その際には、病院群輪番型
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改正後 現 行 

すること。その際には、病院群輪番型施設で担当する時間帯や常時対

応型施設等において受け入れられなかった事例について、件数とと

もにその内容を把握し、必要な対応等について十分検討すること。な

お、都道府県等は、都道府県等における精神科救急医療体制の年報と

して別紙様式３、４、６及び７を、翌年度４月末までに遅滞なく厚生

労働省へ報告すること。（報告については、精神科救急医療体制整備

事業報告様式の記載マニュアルに基づき作成すること。） 

 

（略） 

施設で担当する時間帯や常時対応型施設等において受け入れられな

かった事例について、件数とともにその内容を把握し、必要な対応等

について十分検討すること。なお、都道府県等は、都道府県等におけ

る精神科救急医療体制の年報として別紙様式２～７を、翌年度４月

末までに遅滞なく厚生労働省へ報告すること。（報告については、精

神科救急医療体制整備事業報告様式の記載マニュアルに基づき作成

すること。） 

 

（略） 

 


